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県からの流域下水道移管が発端、新制度に“やらまいか”
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導入検討

平成23年度／公共施設等運営権活用検討業務

平成25年度／西遠流域下水道事業調査業務

平成28年4月／静岡県から事業移管

平成17年7月／12市町村合併（7処理区編入）
（西遠流域下水道区域がすべて浜松市に）

平成28年4月
移管

平成23年／PFI法改正（コンセッション方式の制度化）

●市では行財政改革の一環として組織のスリム化に取り組んでおり、
移管に伴い本処理区に従事する職員について大幅な増員は難しい状況にあった。

浜松市静岡県

西遠処理区 移管
施設
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部分型コンセッション 経営・改築・維持管理を一体化
運営権者の事業対象範囲は、西遠処理区のうち、西遠浄化センターと2ポンプ場を対象とした。市では、流
域下水道移管前から枝管の管理をしており、管きょに関しては、他の処理区と一括して市が管理する方が効
率的であることから、運営権者の対象施設外とした。一方、対象とした施設の範囲は、土木・建築物の改築
を除き全て運営権者に委ね、自由な提案を求めた。なお、附帯事業及び任意事業の提案も可能とした。
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特徴1 事業範囲（浜松方式）

義務事業

運転

修繕

計画

設計

工事

任意事業

浜松市公共下水道西遠処理区

事業範囲

特定事業

これまでの
委託・発注範囲

例：消化ガス発電
固形燃料化等

例：太陽光発電
風力発電等



利用料金は、一定の割合を乗じて算出
料金改定の提案権限を付与

市内受益者間の公平性の観点から、使用者が支払う料金は、西遠処理区も他の処理区も同一とした。
使用者は、市に使用料を、運営権者に利用料金を支払うこととし（浜松市下水道条例で規定）、利用料金

は、総額に 利用料金設定割合を乗じて算定する。
運営権者は、使用料等の料金決定権限を持たず、また、人口動態・事業所数などを直接管理できないことか

ら需要リスクの全てを移転することは困難である。したがって、事業環境に著しい変化が発生した場合、利用
料金設定割合の改定協議を行うこととした。また、利用料金の自主性と収益の安定性をある程度確保するため、
5年に1回、料金の改定（使用料等及び利用料金設定割合）に関する提案権限を与えた。
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特徴2 利用料金の仕組み（浜松方式）

利用料金
￥

運営権者

浜松市使用料

利用料金

西遠処理区

使用者

総額（使用料等）は条例に基づき汚水排出量に従い算出（市内同一料金）

利用料金設定割合 27% 総額×27％

総額－利用料金

※提案時



国補助金

運営権者は、経営・維持管理費用の全てと改築費の一部を負担する
運営権者は、収受する利用料金を通して費用を回収する。
改築費の支払いを1/10とした理由は、事業期間中の改築に係る減価償却費逓増により法人税負担が

過度に偏ることを避けつつ、効率的な改築へのインセンティブを働かせるため。改築費の残りは市負
担とし、国補助金を活用することから、混合型コンセッションとなる。
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特徴3 利用料金と費用負担の関係（浜松方式）

￥

改築に
要する
費用

使用料

利用料金

利用料金設定割合 27％

①経営

②改築

③維持
管理

修繕費
ユーティリティ費
処理場等運転費
保守管理費
利用料金収受費
廃棄物処理費
その他費用

一般管理費
支払利息
租税公課

④利潤

条例で定める範囲
（3割を上限）

利用料金の構成

運営権者
費用負担

西遠処理区
料金総額
（使用料等）

COST ※運営権者が支払った改築費1/10のうち
事業期間終了以降に係る減価償却費等相当額は、
事業期間終了後に市が支払う

②改築費
運営権者負担

9/10
市負担

1/10
※

※提案時



設計

施工
設計

施工
設計

施工

ワンストップの改築体制
コンセッションでは運営権者に改築業務を一括して委ねることで、計画策定＞設計＞施工が一気通貫になる。

加えて、PFI事業が国の一括設計審査（全体設計）の対象となったことで5年単位の審査・申請が可能となった。
これらにより、発注単位・発注時期・発注方法を柔軟に運用することで、より効率的な業務フローが実現する。
市と運営権者は、運営権者が策定した5年間の改築計画を基に、「改築実施基本協定」を締結し、さらに年度

単位の改築業務内容について「年度実施協定」を締結する。
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特徴4 コンセッションでの改築フロー（浜松方式）

市

5年間
改築計画
策定

確認 改築実施
基本協定

予算要望
全体設計計画提出国

改築

設計

施工
設計

施工
設計

施工

設計

施工
設計

施工
設計

施工

年度
実施
協定

年度
実施
協定

年度
実施
協定

年度
実施
協定

年度
実施
協定

5年間

設計

施工
設計

施工
設計

施工

設計

施工
設計

施工
設計

施工

交付
申請

交付
申請

交付
申請

交付
申請

交付
申請

補助金手続き

優先
配分

運営権者
（民間発注）



その他
収益見込

運営権対価提案方式
市は、コンセッションによる一定の効率化を見込んで提案に用いる利用料金設定割合を設定（27％）。

応募者は、収入、コスト、租税公課及び利潤をシミュレーションし、運営権対価を提案するスキームとし
た。運営権対価提案額を「0円以上」としたのは、0円だとしても市直営より効率化されることから。
また、提案内容を“自由”としていることから、附帯事業・任意事業の有無で応募者ごとに収支構造が異な

ることが想定される。その場合でも、運営権対価を定量的評価項目とすることで公平な評価が可能となる。
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特徴5運営権対価（浜松方式）

対価

想定
コスト

利用料金
見込

コスト
縮減効果

増収効果

前払金(1/4) 分割金

運営権
対価

運営権対価前払金は、運営権者帰責事由契約解除の際
は、返還されない。事業者選定時の過剰競争を防ぎ、
事業期間中の安易な撤退を防ぐことが狙い。

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目・・・・・・・・・ 20年目



3つの監視
施設新設型のPFI事業の場合、施設の建設時や初期稼働状況を重点的に点検する必要性からモニタリ

ングの重心が事業期間期初に置かれる。一方、本事業は、既存施設に対して絶え間なく投資と管理を
行う特徴があることから、期間を通じてより緊張感を保ったモニタリングの仕組みとする必要がある。
したがって、運営権者自らが行うセルフモニタリング、市によるモニタリングのほか、第三者機関に
よるモニタリングを設定した。
また、モニタリング結果について紛争が発生した場合、市又は運営権者の要請により、実施契約に
基づき設置された「西遠協議会」において、紛争の調整を行うこととした。
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特徴6モニタリング（浜松方式）

モニタリング

第三者機関第三者機関

運営権者運営権者

市市

使用者

サービス提供
自ら作成した計画に基づ
き要求水準を満たしてい
るかセルフモニタリング

セルフモニタリングを踏まえ、
提出書面や会議体報告、現地確認
による市モニタリング

市モニタリングと同視点で、客観的
かつ専門的知見を加えたダブル
チェックを行う第三者モニタリング



参考 コンセッション浜松方式スキーム図
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運営権者
義務事業・附帯事業

【対象施設】
処理場・２ポンプ場
(土木・建築の改築は除く）

経営
利用料金(10/10)

維持管理
利用料金(10/10)

改築
市負担分(9/10)

浜松市
【対象施設】
管きょ

処理場・２ポンプ場の土木・建築

西遠処理区

使用者

国

利用料金収受委託

利用料金

使用料

改築費国補助金

改築費（市負担分）

財源：国補助金（5.5/10）
市起債（3.5/10）
※補助率が高率の場合利用料金(1/10)

※運営権者が支払った改築費1/10のうち
事業期間終了以降に係る減価償却費等相当額は、
事業期間終了後に市が支払う

運営権設定

運営権対価

運営権実施契約

運営権者

任意事業
（独立採算）

モニタリング

浜松市公共下水道西遠処理区

事業期間：20年間



コンセッション方式導入で期待される効果
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ＶＦＭ7.6％→14.4％ 86.6億円まで拡大
使用者負担のみならず国費も縮減

効果1 事業費総額の縮減
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提案
LCC

513.9
億円

14.4 ％減市想定7.6％減

※PSC及びLCCは現在価値換算後
※市想定VFMは特定事業の選定時
※PSC：公共が自ら事業を実施する場合の事業費
LCC：PFI事業として実施する場合の事業費
VFM(Value For Money)：PSC－PFI LCC

PSC

600.5
億円

浜
松
市

市想定
LCC

25億円
運営権対価



0円以上とした運営権対価、25億円に
いずれのグループの運営権対価提案額も市が定めた基準額を上回っていた。

効果2運営権対価
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00円

優先交渉権者の提案額

募集要項
「0円以上とし、提案による」

25億円



地域との連携や協働

効果3 地域貢献
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地域に根差した事業運営地域に根差した事業運営

地元産業への貢献地元産業への貢献

浜松特産うなぎの養鰻パイロット事業浜松特産うなぎの養鰻パイロット事業

国際下水道セミナー開催国際下水道セミナー開催


